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令和 ８ 年 ３ 月 23 日

第 １３８９２ 号（月曜日）

毎 週 ２ 回 　 火 曜 　 金 曜 発 行

告　　　　　　　　示

石川県告示第82号
　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）に規定する特定調達
契約に係る一般競争入札の落札者を決定したので、次のとおり落札者等について告示する。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　落札に係る特定役務の名称及び数量
　⑴　県庁舎清掃管理業務委託（行政庁舎その１）　一式
　⑵　県庁舎清掃管理業務委託（行政庁舎その２）　一式
　⑶　県庁舎清掃管理業務委託（警察本部庁舎）　一式
２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地
　　石川県総務部管財課　
　　金沢市鞍月１丁目１番地
３　落札者を決定した日
　　令和８年２月６日
４　落札者の名称及び所在地
　⑴　１⑴　有限会社芙蓉クリーンサービス　金沢市神田一丁目25番10号
　⑵　１⑵　アサヒ株式会社　金沢市泉が丘二丁目９番３号
　⑶　１⑶　太平ビルサービス株式会社　金沢市南町２番１号
５　落札金額

　　　　告　　　示
○一般競争入札の落札者等 （管　財　課）　１
○公金事務の委託 （観光戦略課）　２
○公金事務の委託 （長寿社会課）　２
○介護保険法に基づく指定居宅サービス事業者の指定
 （　　同　　）　２
○介護保険法に基づく指定介護予防サービス事業者の指
　定 （　　同　　）　２
○指定居宅サービス事業者の事業の廃止の届出
 （　　同　　）　３
○指定介護予防サービス事業者の事業の廃止の届出
 （　　同　　）　３
○公金事務の委託 （自然環境課）　４
○指定納付受託者の指定 （競馬総務課）　４
○県道の区域の変更 （道路整備課）　４
○自動車のみの一般交通の用に供する道路の部分の指定
 （　　同　　）　５
○加越沿岸海岸保全基本計画の変更の公表 （河　川　課）　５
○都市計画事業の認可 （都市計画課）　５

　　　　公　　　告
〇入札公告 （デジタル推進監室）　６
○基本測量実施公告 （監　理　課）　７
○公共測量実施公告 （　　同　　）　７
○公共測量終了公告 （　　同　　）　８
○公共測量終了公告 （　　同　　）　８
○公共測量終了公告 （　　同　　）　８
○公共測量終了公告 （　　同　　）　８
○都市計画事業の事業計画の変更の認可に係る公告
 （都市計画課）　８
○開発行為及び公共施設に関する工事の完了公告
 （建築住宅課）　９
○入札公告 （教育委員会事務局）　９
　　　　選挙管理委員会
○石川県選挙管理委員会告示第51号の公布公告 11
　　　　収用委員会
○裁決手続開始決定公告 11
○審理開始公告 12

目　　　　　　　　　　　次
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　⑴　１⑴　15,400,000円
　⑵　１⑵　16,500,000円
　⑶　１⑶　21,780,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　令和７年12月23日

石川県告示第83号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

指定公金事務
取扱者の名称

指定公金事務
取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託
した公金事務に係る歳入

指定公金事務取扱
者の指定をした日

公金事務の
委託をした日

公益社団法人石川
県観光連盟

金沢市鞍月１丁目
１番地

「金沢tabiwaパス」に係る
使用料徴収事務

令和８年２月25日 令和８年２月25日

石川県告示第84号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

指定公金事務
取扱者の名称

指定公金事務
取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託
した公金事務に係る歳入

指定公金事務取扱
者の指定をした日

公金事務の
委託をした日

株式会社ＪＴＢ金
沢支店

金沢市下堤町30 令和７年度石川県介護分野
の職員の賃上げ・職場環境
改善支援事業費補助金等支
出事務

令和８年２月３日 令和８年２月３日

石川県告示第85号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事業所番号
指定居宅サービス事業者
の 名 称 又 は 氏 名

事業所の名称及び所在地
指　定
年月日

サービスの種類

1760491637 合同会社ＡＬＬＬＡＳＴ
訪問看護ステーションまれのひ
輪島市河井町17部45－12
メゾン諏訪101号室

令和８年
４月１日

訪問看護

石川県告示第86号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文に規定する指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定
した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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　⑴　１⑴　15,400,000円
　⑵　１⑵　16,500,000円
　⑶　１⑶　21,780,000円
６　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
７　一般競争入札の公告を行った日
　　令和７年12月23日

石川県告示第83号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

指定公金事務
取扱者の名称

指定公金事務
取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託
した公金事務に係る歳入

指定公金事務取扱
者の指定をした日

公金事務の
委託をした日

公益社団法人石川
県観光連盟

金沢市鞍月１丁目
１番地

「金沢tabiwaパス」に係る
使用料徴収事務

令和８年２月25日 令和８年２月25日

石川県告示第84号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

指定公金事務
取扱者の名称

指定公金事務
取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託
した公金事務に係る歳入

指定公金事務取扱
者の指定をした日

公金事務の
委託をした日

株式会社ＪＴＢ金
沢支店

金沢市下堤町30 令和７年度石川県介護分野
の職員の賃上げ・職場環境
改善支援事業費補助金等支
出事務

令和８年２月３日 令和８年２月３日

石川県告示第85号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項本文に規定する指定居宅サービス事業者を次のとおり指定した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事業所番号
指定居宅サービス事業者
の 名 称 又 は 氏 名

事業所の名称及び所在地
指　定
年月日

サービスの種類

1760491637 合同会社ＡＬＬＬＡＳＴ
訪問看護ステーションまれのひ
輪島市河井町17部45－12
メゾン諏訪101号室

令和８年
４月１日

訪問看護

石川県告示第86号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第53条第１項本文に規定する指定介護予防サービス事業者を次のとおり指定
した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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事業所番号
指定介護予防サービス
事業者の名称又は氏名

事業所の名称及び所在地
指　定
年月日

サービスの種類

1760491637 合同会社ＡＬＬＬＡＳＴ
訪問看護ステーションまれのひ
輪島市河井町17部45－12
メゾン諏訪101号室

令和８年
４月１日

介護予防訪問看護

石川県告示第87号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第75条第２項の規定により、指定居宅サービス事業者から、次のとおり事業
を廃止する旨の届出があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

事業所番号
指定居宅サービス事業者
の 名 称 又 は 氏 名

事業所の名称及び所在地
廃　止　し　た
サービスの種類

廃止の届出
を受理した
年　月　日

1772200745
北研エンジニアリング株式
会社

おせわーく北陸
白山市上二口町127－１

福祉用具貸与
令和７年
12月３日

1772200745
北研エンジニアリング株式
会社

おせわーく北陸
白山市上二口町127－１

特定福祉用具販売
令和７年
12月３日

1761790961
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

穴水訪問看護ステーション
鳳珠郡穴水町字川島タ38

訪問看護
令和８年
２月10日

1762290672
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

白山ろく訪問看護ステーション
白山市佐良ロ123

訪問看護
令和８年
２月10日

1760691186
公益社団法人地域医療振興
協会

訪問看護ステーション　ぬくもり
加賀市山中温泉上野町ル15－１

訪問看護
令和８年
２月24日

1770400115 社会福祉法人門前町福祉会
訪問入浴介護サービスセンターあか
かみ
輪島市門前町赤神10－１

訪問入浴介護
令和８年
２月24日

1772200034 社会福祉法人福寿会
光野デイサービスセンター
白山市番匠町443

通所介護
令和８年
２月24日

1771700265 社会福祉法人長寿会
第二長寿園訪問介護サービスセン
ター
鳳珠郡能登町布浦ノ字10－３

訪問介護
令和８年
２月26日

1770500054
社会福祉法人珠洲市社会福
祉協議会

珠洲市社会福祉協議会デイサービス
センター
珠洲市飯田町10－60－１

通所介護
令和８年
３月２日

石川県告示第88号
　介護保険法（平成９年法律第123号）第115条の５第２項の規定により、指定介護予防サービス事業者から、次のと
おり事業を廃止する旨の届出があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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事業所番号
指定介護予防サービス
事業者の名称又は氏名

事業所の名称及び所在地
廃　止　し　た
サービスの種類

廃止の届出
を受理した
年　月　日

1772200745
北研エンジニアリング株式
会社

おせわーく北陸
白山市上二口町127－１

介護予防福祉用具
貸与

令和７年
12月３日

1772200745
北研エンジニアリング株式
会社

おせわーく北陸
白山市上二口町127－１

特定介護予防福祉
用具販売

令和７年
12月３日

1761790961
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

穴水訪問看護ステーション
鳳珠郡穴水町字川島タ38

介護予防訪問看護
令和８年
２月10日

1762290672
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

白山ろく訪問看護ステーション
白山市佐良ロ123

介護予防訪問看護
令和８年
２月10日

1760691186
公益社団法人地域医療振興
協会

訪問看護ステーション　ぬくもり
加賀市山中温泉上野町ル15－１

介護予防訪問看護
令和８年
２月24日

石川県告示第89号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

指定公金事務
取扱者の名称

指定公金事務
取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託
した公金事務に係る歳入

指定公金事務取扱
者の指定をした日

公金事務の
委託をした日

一般財団法人白山
市地域振興公社

白山市七原町77番
地

南竜山荘、南竜ヶ馬場ケビ
ンに係る使用料徴収事務

令和７年７月１日 令和７年７月１日

石川県告示第90号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、同項に規定する指定納付受託者（以下
「指定納付受託者」という。）を次のとおり指定した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

取り扱うことができる
歳 入 等 の 種 類

指 定 納 付 受 託 者
指定を
した日

指　定　期　間
名　　　称

住　所　又　は
事務所の所在地

勝馬投票券発売収入
（キャッシュレス投票に
よるものに限る。）

高知県競馬組合
高知県高知市長浜宮田
2000番地

令和８年
３月１日

令和８年３月11日から

石川県告示第91号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。
　なお、その関係図面は、令和８年３月23日から同年４月６日まで縦覧に供する。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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事業所番号
指定介護予防サービス
事業者の名称又は氏名

事業所の名称及び所在地
廃　止　し　た
サービスの種類

廃止の届出
を受理した
年　月　日

1772200745
北研エンジニアリング株式
会社

おせわーく北陸
白山市上二口町127－１

介護予防福祉用具
貸与

令和７年
12月３日

1772200745
北研エンジニアリング株式
会社

おせわーく北陸
白山市上二口町127－１

特定介護予防福祉
用具販売

令和７年
12月３日

1761790961
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

穴水訪問看護ステーション
鳳珠郡穴水町字川島タ38

介護予防訪問看護
令和８年
２月10日

1762290672
一般社団法人石川県医療在
宅ケア事業団

白山ろく訪問看護ステーション
白山市佐良ロ123

介護予防訪問看護
令和８年
２月10日

1760691186
公益社団法人地域医療振興
協会

訪問看護ステーション　ぬくもり
加賀市山中温泉上野町ル15－１

介護予防訪問看護
令和８年
２月24日

石川県告示第89号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の２第１項の規定により、次のとおり公金事務を委託した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

指定公金事務
取扱者の名称

指定公金事務
取扱者の住所

指定公金事務取扱者に委託
した公金事務に係る歳入

指定公金事務取扱
者の指定をした日

公金事務の
委託をした日

一般財団法人白山
市地域振興公社

白山市七原町77番
地

南竜山荘、南竜ヶ馬場ケビ
ンに係る使用料徴収事務

令和７年７月１日 令和７年７月１日

石川県告示第90号
　地方自治法（昭和22年法律第67号）第231条の２の３第１項の規定により、同項に規定する指定納付受託者（以下
「指定納付受託者」という。）を次のとおり指定した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

取り扱うことができる
歳 入 等 の 種 類

指 定 納 付 受 託 者
指定を
した日

指　定　期　間
名　　　称

住　所　又　は
事務所の所在地

勝馬投票券発売収入
（キャッシュレス投票に
よるものに限る。）

高知県競馬組合
高知県高知市長浜宮田
2000番地

令和８年
３月１日

令和８年３月11日から

石川県告示第91号
　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定により、次のとおり県道の区域を変更した。
　なお、その関係図面は、令和８年３月23日から同年４月６日まで縦覧に供する。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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路　線　名
道　　　路　　　の　　　区　　　域 関係図面の

縦 覧 場 所変　　更　　の　　区　　間 旧新別 敷地の幅員（ｍ） 延長（ｍ）

高松津幡線

河北郡津幡町字太田に195番地先から
河北郡津幡町字太田ち35番３地先まで

旧 46.40 ～ 12.63 193.2 津 幡 土 木
事 務 所
維持管理課

河北郡津幡町字太田に195番地先から
河北郡津幡町字太田ち35番３地先まで

新 88.34 ～ 24.13 193.2

石川県告示第92号
　道路法（昭和27年法律第180号）第48条の２第２項の規定により、次のとおり自動車のみの一般交通の用に供する
道路の部分を指定する。
　なお、その関係図面は、令和８年３月23日から同年４月６日まで縦覧に供する。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

道路の種類 路線名 指定する道路の部分 指定する期日
関係図面の
縦 覧 場 所

主要地方道 金沢田鶴浜線

羽咋郡宝達志水町北川尻サ63番３地先から
羽咋郡宝達志水町北川尻サ64番３地先まで

令和８年３月23日
中 能 登 土 木
総 合 事 務 所
のと里山海道課

羽咋郡宝達志水町米出ヌ９番４地先から
羽咋郡宝達志水町米出ヌ６番17地先まで
羽咋郡宝達志水町今浜ソ３番４地先から
羽咋郡宝達志水町今浜ソ３番４地先まで
羽咋郡宝達志水町宿弐乙１番１地先から
羽咋郡宝達志水町宿弐乙１番１地先まで
羽咋市新保町上46番14地先から
羽咋市新保町上46番14地先まで

石川県告示第93号
　海岸法（昭和31年法律第101号）第２条の３第１項の規定により定めた加越沿岸海岸保全基本計画を変更したので、
別紙のとおり公表する。
　なお、「別紙」は、省略し、次のとおり縦覧に供する。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
　縦覧場所
　石川県土木部河川課並びに石川県大聖寺土木事務所、石川県南加賀土木総合事務所、石川県石川土木総合事務所、
石川県県央土木総合事務所、石川県津幡土木事務所、石川県羽咋土木事務所及び石川県中能登土木総合事務所

石川県告示第94号
　都市計画法（昭和43年法律第100号）第59条第１項の規定により、都市計画事業を認可した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

施行者の名称 都市計画事業の種類及び名称 事業施行期間 事　　業　　地
白 山 市 白山都市計画道路事業

３・４・９号五歩市成線
令和８年３月23日から
令和14年３月31日まで

⑴　収用の部分
　　白山市相木町地内
⑵　使用の部分
　 　なし
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公　　　　　　　　告

入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　業務名
　　　コンテンツ管理システムライセンス等賃貸借業務
　⑵　調達件名の特質等
　　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は､ 平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負､ 物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）に基づき、令和７年度において競争入札参加者資格を有する者で､ 次に掲げる条件の全
てに該当し､ かつ､ 知事によりこの業務に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること｡
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること｡
　⑵　県の指名停止の措置を受けていない者であること｡
　⑶　仕様書に定める業務内容を､ 公正かつ的確に遂行し得る者であること｡
　⑷　提供するライセンスが地方公共団体（本県を含む。）において提供実績がある物であること。
３　入札参加者資格の確認手続等
　 　この入札に参加しようとする者は､ 入札参加者資格確認申請書に関係書類を添えて知事に提出し､ 入札参加者資
格の確認を受けなければならない｡ なお､ ⑵アの提出期間内に入札参加者資格確認申請書を提出しない者及び入札
参加者資格がないと認められた者は､ 入札に参加することができない｡
　⑴　提出書類
　　ア　入札参加者資格確認申請書
　　イ　石川県競争入札参加者資格者決定通知書（写し）
　　ウ　地方公共団体（本県を含む。）において提供実績があることを示す書類
　⑵　入札参加者資格確認申請書の提出期間等
　　ア 　提出期間　令和８年３月24日（火）から同月26日（木）まで（石川県の休日を定める条例（平成元年石川県

条例第16号）第１条第１項に規定する県の休日（以下 ｢県の休日｣ という｡）を除く｡）
　　イ　提出時間　午前９時から午後５時まで
　　ウ　提出場所　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　　　　　　石川県総務部デジタル推進監室
　　エ　提出方法　持参により提出すること。
　⑶　入札参加者資格の確認の結果の通知
　　　確認の結果の通知は、令和８年３月27日（金）までに入札参加者資格確認結果通知書を送付して行う｡
４　入札参加者資格確認申請書､ 仕様書、入札説明書等の交付
　⑴　入札参加者資格確認申請書､ 仕様書、入札説明書等の交付場所及び問合せ先
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部デジタル推進監室
　　　電話番号　076－225－1320
　⑵　交付期間
　　　令和８年３月24日（火）から同月26日（木）まで
　⑶　交付時間
　　　午前９時から午後５時まで
５　入札の日時及び場所
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公　　　　　　　　告

入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　業務名
　　　コンテンツ管理システムライセンス等賃貸借業務
　⑵　調達件名の特質等
　　　入札説明書による。
２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　 　この入札に参加することができる者は､ 平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負､ 物品の購入等の契
約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成
９年石川県告示第581号）に基づき、令和７年度において競争入札参加者資格を有する者で､ 次に掲げる条件の全
てに該当し､ かつ､ 知事によりこの業務に係る入札参加者資格の確認を受けたものであること｡
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること｡
　⑵　県の指名停止の措置を受けていない者であること｡
　⑶　仕様書に定める業務内容を､ 公正かつ的確に遂行し得る者であること｡
　⑷　提供するライセンスが地方公共団体（本県を含む。）において提供実績がある物であること。
３　入札参加者資格の確認手続等
　 　この入札に参加しようとする者は､ 入札参加者資格確認申請書に関係書類を添えて知事に提出し､ 入札参加者資
格の確認を受けなければならない｡ なお､ ⑵アの提出期間内に入札参加者資格確認申請書を提出しない者及び入札
参加者資格がないと認められた者は､ 入札に参加することができない｡
　⑴　提出書類
　　ア　入札参加者資格確認申請書
　　イ　石川県競争入札参加者資格者決定通知書（写し）
　　ウ　地方公共団体（本県を含む。）において提供実績があることを示す書類
　⑵　入札参加者資格確認申請書の提出期間等
　　ア 　提出期間　令和８年３月24日（火）から同月26日（木）まで（石川県の休日を定める条例（平成元年石川県

条例第16号）第１条第１項に規定する県の休日（以下 ｢県の休日｣ という｡）を除く｡）
　　イ　提出時間　午前９時から午後５時まで
　　ウ　提出場所　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　　　　　　石川県総務部デジタル推進監室
　　エ　提出方法　持参により提出すること。
　⑶　入札参加者資格の確認の結果の通知
　　　確認の結果の通知は、令和８年３月27日（金）までに入札参加者資格確認結果通知書を送付して行う｡
４　入札参加者資格確認申請書､ 仕様書、入札説明書等の交付
　⑴　入札参加者資格確認申請書､ 仕様書、入札説明書等の交付場所及び問合せ先
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県総務部デジタル推進監室
　　　電話番号　076－225－1320
　⑵　交付期間
　　　令和８年３月24日（火）から同月26日（木）まで
　⑶　交付時間
　　　午前９時から午後５時まで
５　入札の日時及び場所
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　⑴　日時　令和８年３月30日（月）午前11時
　⑵　場所　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　　　　石川県庁行政庁舎５階　511会議室（入札後、即時開札する。）
６　入札方法
　 　落札決定に当たっては､ 入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額（当該
金額に１円未満の端数金額があるときは､ その端数金額を切り捨てるものとする｡）をもって落札価格とするので､
入札者は､ 消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず､ 見積もった契約希望金
額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること｡
７　落札者の決定方法
　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最低
の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする｡
８　入札に関する注意事項
　⑴　入札参加者は､ 入札当日､ 入札参加者資格確認結果通知書を提示すること｡
　⑵　入札参加者は､ 仕様書､ 契約書案その他関係書類を熟覧の上､ 入札すること｡
　⑶ 　入札参加者資格を有すると認められた者が入札を希望しないときは､ 入札に参加しないことができる｡ この場
合において､ 県は､ 入札に参加しないことを理由に不利益な取扱いは行わない｡

　⑷　入札参加者は､ 金額を示した見積内訳書を持参しなければならない｡
　⑸　郵便又は電報による入札を認めないので､ 入札参加者は､ ５に定める入札の日時及び場所に集合すること｡
９　入札の無効
　 　この公告に示した入札に参加する資格のない者､ 入札参加者資格の確認手続等を行わない者､ 入札に関する注意
事項を遵守しない者及び入札説明書に違反した者のした入札は､ 無効とする｡
10　契約書作成の要否
　　要
11　入札保証金及び契約保証金
　　免除
12　その他
　　詳細は、入札説明書による。

基本測量実施公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第14条第１項の規定により、国土交通省国土地理院長から、次のとおり基本測量
を実施する旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
基 本 測 量
（地 磁 気 測 量）

令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

羽咋郡志賀町

基 本 測 量
（電 子 国 土 基 本 図 （ 地 図 情 報 ） 修 正）

令和８年４月１日から
令和９年３月31日まで

石川県全域

公共測量実施公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、石川県知事から、次の
とおり公共測量を実施する旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
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作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和８年２月26日から
同年12月25日まで　　

輪島市門前町千代地内

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局北陸技術事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（車 載 写 真 レ ー ザ 測 量）

令和７年５月１日から
令和８年２月20日まで

北陸地方整備局管内
（金沢河川国道事務所管内）

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（用 地 測 量）

令和７年８月30日から
令和８年２月27日まで

小松市古府町地内

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、農林水産省北陸農政局
河北潟周辺農地防災事業所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（水 準 測 量）

令和７年５月12日から
令和８年２月27日まで

金沢市、かほく市、河北郡津幡町、
河北郡内灘町（河北潟周辺地内）

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和７年11月４日から
令和８年２月27日まで

河北郡津幡町潟端地区及び川尻地
区

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局能登復興事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量 、 水 準 測 量 、 地 形 測 量）

令和７年６月25日から
令和８年３月４日まで

輪島市町野町地内

都市計画事業の事業計画の変更の認可に係る公告
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作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和８年２月26日から
同年12月25日まで　　

輪島市門前町千代地内

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局北陸技術事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（車 載 写 真 レ ー ザ 測 量）

令和７年５月１日から
令和８年２月20日まで

北陸地方整備局管内
（金沢河川国道事務所管内）

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局金沢河川国道事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（用 地 測 量）

令和７年８月30日から
令和８年２月27日まで

小松市古府町地内

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、農林水産省北陸農政局
河北潟周辺農地防災事業所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（水 準 測 量）

令和７年５月12日から
令和８年２月27日まで

金沢市、かほく市、河北郡津幡町、
河北郡内灘町（河北潟周辺地内）

公 共 測 量
（基 準 点 測 量）

令和７年11月４日から
令和８年２月27日まで

河北郡津幡町潟端地区及び川尻地
区

公共測量終了公告
　測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第２項の規定により、国土交通省北陸地方整
備局能登復興事務所長から、次のとおり公共測量を終了した旨の通知があった。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

作　　　業　　　種　　　類 作　業　期　間 作　　業　　地　　域
公 共 測 量
（基 準 点 測 量 、 水 準 測 量 、 地 形 測 量）

令和７年６月25日から
令和８年３月４日まで

輪島市町野町地内

都市計画事業の事業計画の変更の認可に係る公告
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　都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第１項の規定により、次の都市計画事業の事業計画の変更が認可され
た。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

都市計画事業の種類及び名称 施行者の名称 事務所の所在地 事業地の所在
能美都市計画道路事業
３・５・19号
高堂泉台線

石 川 県 小松市白江町リ61番地１
南加賀土木総合事務所

⑴　収用の部分
　　変更なし
⑵　使用の部分
　　なし

開発行為及び公共施設に関する工事の完了公告
　都市計画法（昭和43年法律第100号）に基づく次の開発行為及び公共施設に関する工事が完了した。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　

開発区域に含まれる地域の名称 公共施設の種類、位置及び区域 開発許可を受けた者
　河北郡津幡町字領家イ９番２、９番
４、18番１、18番４、18番５、81番、
82番及び農道・水路の無籍地の一部

道路
　河北郡津幡町字領家イ18番４
道路（農道）
　河北郡津幡町字領家イ９番４及び
農道の無籍地の一部
水路
　河北郡津幡町字領家イ18番５及び
水路の無籍地の一部

　小松市吉竹町ぬ47番地
　社会福祉法人吉竹福祉会

入　　　札　　　公　　　告
　次のとおり一般競争入札を実施する。
　　令和８年３月23日

石川県知事　　馳　　　　　　　　浩　
１　一般競争入札に付する事項
　⑴　業務名
　　　令和８年度石川県公立学校ネットパトロール委託業務
　⑵　調達案件の仕様等
　　　入札説明書及び仕様書に記載のとおり
　⑶　履行期間
　　　令和８年４月１日から令和９年３月31日まで
　⑷　入札方法
　　 　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額（当該
金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、
入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望
金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。

２　入札に参加する者に必要な資格に関する事項
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵ 　平成10年度以降石川県が発注する物品の製造の請負、物品の購入等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入
札に参加する者に必要な資格並びに資格審査の申請の時期及び方法等（平成９年石川県告示第581号）に基づき、
令和７年度において競争入札参加者資格を有すると認められた者であること。

　⑶ 　入札参加資格確認申請書の提出期限の翌日から入札の日までのいずれの日においても県の指名停止措置を受け
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ていない者であること。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　⑸ 　令和６年４月１日から令和８年１月１日までの間に、国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を

２回以上締結し、かつ、これらを全て履行した者であること。
　⑹　仕様書の詳細について、学校指導課の担当者から事前に説明を受け、内容を理解した者であること。
３　入札説明書の交付場所等
　⑴　入札説明書の交付場所及び問合せ先
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県教育委員会事務局学校指導課生徒指導グループ　　
　　　電話番号　076－225－1830
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付、又は電子メールにより交付
　⑶　入札説明書の交付期間
　　 　令和８年３月23日（月）から同月30日（月）までの石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条例第16号）

第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日午前９時から午後５時まで
　⑷　入札書の受領期限
　　 　令和８年３月31日（火）午後１時（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の場所

とする。）
　⑸　開札の日時及び場所
　　　令和８年３月31日（火）午後２時
　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎14階　1402会議室
４　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札保証金及び契約保証金
　　　免除
　⑶　無効の入札書
　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者
の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

　⑷　契約書の要否
　　　要
　⑸　落札者の決定方法
　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

　⑹　手続における交渉の有無
　　　無
　⑺　その他
　　　本件詳細は、入札説明書による。
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ていない者であること。
　⑷　次のアからオまでのいずれにも該当しない者であること。
　　ア 　役員等（個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結

する事務所を代表する者をいう。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）である者

　　イ 　暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同
じ。）又は暴力団員が経営に実質的に関与している者

　　ウ 　役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力
団又は暴力団員の利用等をしている者

　　エ 　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴
力団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
　⑸ 　令和６年４月１日から令和８年１月１日までの間に、国又は地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を

２回以上締結し、かつ、これらを全て履行した者であること。
　⑹　仕様書の詳細について、学校指導課の担当者から事前に説明を受け、内容を理解した者であること。
３　入札説明書の交付場所等
　⑴　入札説明書の交付場所及び問合せ先
　　　〒920－8580　金沢市鞍月１丁目１番地
　　　石川県教育委員会事務局学校指導課生徒指導グループ　　
　　　電話番号　076－225－1830
　⑵　入札説明書の交付方法
　　　⑴の交付場所において交付、又は電子メールにより交付
　⑶　入札説明書の交付期間
　　 　令和８年３月23日（月）から同月30日（月）までの石川県の休日を定める条例（平成元年石川県条例第16号）

第１条第１項に規定する県の休日を除く毎日午前９時から午後５時まで
　⑷　入札書の受領期限
　　 　令和８年３月31日（火）午後１時（郵送の場合は、書留郵便とし、受領期限内必着とする。宛先は、⑴の場所

とする。）
　⑸　開札の日時及び場所
　　　令和８年３月31日（火）午後２時
　　　金沢市鞍月１丁目１番地　石川県庁行政庁舎14階　1402会議室
４　その他
　⑴　契約手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨
　⑵　入札保証金及び契約保証金
　　　免除
　⑶　無効の入札書
　　 　この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者
の提出した入札書その他入札説明書に示す無効の入札書に掲げる入札書は、無効とする。

　⑷　契約書の要否
　　　要
　⑸　落札者の決定方法
　　 　石川県財務規則（昭和38年石川県規則第67号）第119条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で最
低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。

　⑹　手続における交渉の有無
　　　無
　⑺　その他
　　　本件詳細は、入札説明書による。
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選 挙 管 理 委 員 会

石川県選挙管理委員会告示第51号の公布公告
　石川県選挙管理委員会組織運営規程（昭和56年石川県選挙管理委員会規程第１号）第21条の規定によりその例によ
ることとされる石川県告示等の公布に関する規則（昭和45年石川県規則第38号）第２条ただし書の規定により、次の
とおり県庁前の掲示場に掲示して公布した。
　　令和８年３月23日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

石川県選挙管理委員会告示第51号
　令和８年３月８日執行の石川県知事選挙において当選した者の住所及び氏名を、公職選挙法（昭和25年法律第
100号）第101条の３第２項の規定により次のとおり告示する。
　　令和８年３月10日

石 川 県 選 挙 管 理 委 員 会　

住　　　　所 氏　　名
石川県金沢市長坂３丁目９番25号 山　野　之　義

収　用　委　員　会

裁決手続開始決定公告
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第45条の２の規定により、収用の裁決手続の開始を決定したので、次のとお
り公告する。
　　令和８年３月23日
 石 川 県 収 用 委 員 会　
１　起業者の名称
　　加賀市
２　事業の種類
　　市道Ｃ第４号線道路改良事業
３　裁決手続の開始を決定した土地の所在、地番、地目及び地積等
　　所在：加賀市片山津町ネ地内

地　番
地　目 全体の面積（㎡） 収用しようとする

土地の面積（㎡）
使用しようとする
土地の面積（㎡）公　簿 現　況 公　簿 実　測

25番 宅地 宅地 727.00 727.93 192.19 16.00 
計 － － 727.00 727.93 192.19 16.00

４　土地所有者の氏名及び住所

土地の所在及び地番 氏　　　名 住　　　所

加賀市片山津町ネ25番
李　佳瑩
（通称名　土橋　依利子）

大阪府大阪市西淀川区御幣島６丁目10番１－906号

５　土地に関して権利を有する関係人の名称、所在地及びその権利

土地の所在及び地番 氏　　　名 住　　　所 権利の種類

加賀市片山津町ネ25番
加賀市
加賀市長　山田　利明

加賀市大聖寺南町ニ41番地
差押
平成20年５月28日第8630号
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（１箇月2,350円送料とも） 発行人　〒920-8580　石川県金沢市鞍月１丁目１番地　　石　川　県
印刷所　〒921-8178　石川県金沢市寺地１丁目14番５号　㈲プランニング・エージ　TEL（076）274-2225

〃 〃 〃
参加差押
平成28年５月13日第6541号

〃 〃 〃
参加差押
令和３年10月18日第12242号

６　裁決手続の開始を決定する土地に存する物件

所　在 物件の種類 構　造 数　量

加賀市片山津町ネ25番地

鉄骨造平屋建事務所兼倉庫
鉄骨造亜鉛メッキ鋼板葺
平屋建て

登記簿面積
 236.32㎡
実測面積
 222.64㎡

屋外給水排水管 － 35.93ｍ（残地含）

Ｕ字溝［蓋無］
幅180mm×高さ180mm
機械堀

13.0ｍ

アスファルト舗装
路盤150mm
表層 50mm

90.95㎡

立木（ソメイヨシノ他） － 19本（残地含）
一般動産 － 一式

７　物件所有者の氏名及び住所

土地の所在及び地番 物件の種類 氏　　　名 住　　　所

加賀市片山津町ネ25番地
６に掲げる物件
（ただし一般動産を除く）

李　佳瑩
（通称名　土橋　依利子）

大阪府大阪市西淀川区御幣
島６丁目10番１－906号

８　物件に関して権利を有する関係人の氏名、住所及びその権利の種類

物件の所在
及 び 地 番

物件の種類 氏　　　名 住　　　所 権利の種類

加賀市片山津
町ネ25番地

鉄骨造平屋建
事務所兼倉庫

加賀市
加賀市長　山田　利明

加賀市大聖寺南町ニ41番地

差押
平成20年５月28日第8630号
参加差押
平成28年５月13日第6541号

９　裁決手続の開始を決定した年月日
　　令和８年２月24日

審理開始公告
　土地収用法（昭和26年法律第219号）第46条第１項の規定により審理を開始するので、次のとおり公告する。
　　令和８年３月23日
 石 川 県 収 用 委 員 会　
１　起業者の名称
　　加賀市
２　事業の種類
　　市道Ｃ第４号線道路改良事業
３　審理の期日
　　令和８年４月21日（火）　午後２時30分から
４　審理の場所
　　金沢市尾山町９番13号
　　金沢商工会議所　研修室１


